
工
事

件
名

図
　

　
名

作
成

年
月

日

各
　

　
　

　
図

縮
　

　
尺

図
面

番
号

仕
様

書
、

案
内

図
、

配
置

図

川
内

駐
屯

地
業

務
隊

 
管

理
科

仕
　

　
　

　
　

様
　

　
　

　
　

書

川
内

演
習

場

川
内

川

国道３号線

九州

国道３号バイパ
ス

線 幹 新

N

案
　

　
内

　
　

図

至
阿

久
根

川
内

宿
舎

川
内

駐
屯

地

N

配
　

置
　

図

　
　

２
　
場

　
　

所
　

　
鹿

児
島

県
薩

摩
川

内
市

冷
水

町
５

３
９

－
２
　

陸
上

自
衛

隊
川

内
駐

屯
地

　
ボ

イ
ラ

ー
室

　
　

４
　
一

般
事

項

　
　

　
(２

)　
本

件
は

本
仕

様
書

に
よ

る
ほ

か
、

国
土

交
通

省
大

臣
官
房

官
庁

営
繕

部
監

修
「

建
築

保
全

業
務

共
通

仕
様

書
」

に
よ

り
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
(３

)　
請

負
者

は
施

工
に

あ
た

り
、

仕
様

書
と

図
面

あ
る

い
は
現

地
に

お
い

て
、

疑
義

、
相

違
及

び
不

明
な

点
等

が
生

じ
た

場
合

は
、

監
督

官
と

協
議

を
行

い

　
　

　
　
　

そ
の

指
示

に
従

う
も

の
と

す
る

。

　
　

　
(４

)　
本

件
に

際
し

、
仕

様
書

に
記

載
な

き
事

項
で

取
合

い
上
及

び
技

術
的

に
当

然
実

施
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

は
、

監
督

官
と

協
議

し
請

負
業

者
の

負
担

に

　
　

　
(５

)　
本

件
に

際
し

、
他

の
構

造
物

等
に

損
傷

を
与

え
な

い
よ
う

に
十

分
注

意
す

る
も

の
と

し
、

万
一

損
傷

を
与

え
た

場
合

は
、

請
負

業
者

の
責

任
に

お
い

て

　
　

　
　
　

原
形

復
旧

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
(６

)　
本

件
に

際
し

、
機

器
の

異
常

及
び

運
転

不
良

等
発

見
し
た

場
合

は
速

や
か

に
監

督
官

に
報

告
す

る
も

の
と

し
、

軽
微

の
場

合
は

請
負

業
者

の
負

担
に

お

　
　

　
(７

)　
本

件
に

際
し

、
事

故
・

火
災

防
止

及
び

第
三

者
へ

の
被
害

等
の

安
全

管
理

に
は

十
分

注
意

す
る

も
の

と
し

、
万

一
災

害
等

発
生

し
た

場
合

は
請

負
業

者

　
　

　
(８

)　
請

負
業

者
は

施
工

に
あ

た
り

、
官

側
か

ら
電

気
、

水
等
の

供
給

は
受

け
ら

れ
な

い
も

の
と

す
る

。

　
　

　
(９

)　
請

負
業

者
は

本
件

に
あ

た
り

、
写

真
を

作
業

前
、

作
業
中

、
作

業
後

、
各

工
程

ご
と

及
び

監
督

官
が

指
示

し
た

箇
所

を
撮

影
し

、
写

真
台

帳
に

整
理

の

　
　

　
　
　

　
　

５
　
特

記
事

項

　
　

　
(10

)　
点

検
終

了
後
、

結
果

報
告

書
を

作
成

す
る

も
の

と
し

、
整

備
等

必
要

な
場

合
は

請
負

業
者

の
意

見
を

添
え

見
積

書
を

監
督

官
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
(11

)　
作

業
終

了
時
、

現
場

の
清

掃
及

び
片

付
け

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
(１

)　
役

務
施

工
日

程

  
  

  
   

 　
作

業
は

以
下

の
日

程
間

で
行

う
も
の

と
す

る
。

　
　

　
(２

)　
炉

筒
水

室

　
　

　
　
ア

　
炉

筒
水

室
内

は
高

圧
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

洗
浄

及
び

電
動
式

の
ブ

ラ
シ

等
に

よ
る

機
械

作
業

と
し

、
管

壁
を

傷
つ

け
な

い
よ

う
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
　
イ

　
炉

筒
水

室
内

の
煙

管
外

部
（

水
室

部
）

ス
ケ

ー
ル

、
錆
等

の
除

去
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

工
具

等
を

用
い

入
念

に
除

去
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
(３

)　
炉

内
・

煙
管

・
前

後
煙

室

　
　

　
　
ア

　
炉

内
及

び
前

後
煙

室
は

グ
ラ

イ
ン

ダ
ー

及
び

濡
れ

ウ
エ
ス

等
を

用
い

、
す

す
等

を
除

去
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
　
イ

　
煙

管
は

チ
ュ

ー
ブ

ク
リ

ー
ナ

ー
を

用
い

、
す

す
等

を
除
去

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
(４

)　
バ

ー
ナ

ー

　
　

　
　
　

　
分

解
整

備
後

、
組

立
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
(５

)　
安

全
弁

　
　

　
　
　

　
分

解
と

す
り

合
わ

せ
を

実
施

し
、

封
鎖

試
験

を
実

施
す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
(６

)　
試

験
調

整

　
　

　
　
　

　
計

器
を

使
用

し
燃

焼
状

態
の

確
認

及
び

空
気

・
燃

料
比
の

調
整

試
験

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

種
　

　
類

炉
筒

煙
管

式
ボ

イ
ラ

ー

規
　
　

格

タ
ク

マ
　

R
E-

20
FⅡ

　
　

　
　
　

お
い

て
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
　
　

い
て

修
繕

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
　
　

の
責

任
に

お
い

て
処

置
す

る
と

と
も

に
、

速
や

か
に

監
督
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
　
　

う
え

監
督

官
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

市
役

所

川
内

駅

至
鹿

児
島

２
／

３

製
造

年
月

  
  

  
   

 　
組

立
、

試
運

転
空

燃
比

調
整

及
び
安

全
弁

封
鎖

試
験

：
別

途
監

督
官

と
調
整

す
る

。

施
工

対
象

建
物

（
ボ

イ
ラ

ー
室

）

正
　

門

　
　

３
　

概
　

　
要

　
１

号
ボ

イ
ラ

ー
型

式

　
　

１
　

件
　

　
名

　
　

１
号

ボ
イ

ラ
ー

洗
缶

　
　

　
(１

)　
本

仕
様

書
は

、
陸

上
自

衛
隊

川
内

駐
屯

地
で

実
施

さ
れ
る

「
１

号
ボ

イ
ラ

ー
洗

缶
」

に
適

用
す

る
。

１
号

ボ
イ

ラ
ー

洗
缶

令
和

２
年
１

１
月

令
和

７
年

２
月

１
８

日

 
  

  
   

  
　

ボ
イ

ラ
ー

洗
缶

作
業

：
令

和
７

年
４

月
１

日
～

令
和

７
年

４
月

２
５

日


